
 

多面的機能ネットワーク 

協議会だより NO.63（2014.8 発行)  山口県農地・水・環境保全向上対策協議会 

 

【重要】 多面的機能支払における Q＆A  

詳細は県・市町・協議会担当者にお尋ねください。 

Q1. 市街化区域内農用地や農振白地農用地は対象となるのか？ 

   農地維持支払の対象農用地は、水路 ・農道等の施設と一体となって保全が図られる一団の農用地であって、 農

振農用地区域内の農用地及びその他地方公共団体が多面的機能の発揮の観点から特に必要と認める農用地とし、

市街化区域内農用地や農振白地農用地についても、地方公共団体が多面的機能の発揮の観点から特に必要と認

めた場合にあっては、交付対象とすることとしている。その際、具体的な要件は、国の定める要件を参考として、都道

府県の基本方針において、地域の特性に応じて定めていただくこととなる。なお、資源向上支払の対象農用地は、農

振農用地区域内の農用地を交付対象とすることとしている。 

 

Q2. 「多面的機能の増進を図る活動」における、「農村文化の伝承を通じた農村コミュニティの強化」 

には、具体的にどのような活動が該当するのか？ 

  該当する活動は、地域の実情によって様々であると考えるが、例えば、『地域の伝統芸能である 「お田植え祭」を

行い、その練習や話合いを通じ、 世代間の交流やつながりを深化』等が該当する。 一般的には、農業に関連し、コ

ミュニティ強化につながる地域の伝統的行事を支援対象とすることが可能であるが、政教分離の観点や国民の税金

による交付金であることに十分留意が必要である。 

Q3. 農地維持支払および資源向上支払は繰越が可能か？ 

対象組織が活動期間内に計画的に活動ができるよう、農地維持支払及び資源向上支払（地域資源の質的向上を

図る共同活動及び施設の長寿命化のための活動） において、活動組織内での交付金の繰越が可能である。また、

対象組織においては、①協定期間における支出計画に基づき、毎年度、交付金の執行を行い、次年度以降に必要と

される交付金については、毎年度、市町長に提出する実施状況報告書に次年度繰越額及び繰越額の使用予定等記

入した上で、 翌年度以降に繰り越して使用し、②活動計画書に定める活動期間終了年度末に残額が生じた場合は、 

当該残額を事業実施主体に返還、③ただし、活動期間終了年度の翌年度に新たに広域協定の認定を受けるか、又

は協定を締結し農地維持活動等を継続する組織は、活動の円滑な継続のために、当該残額を新たな広域協定又は

協定に基づく多面的機能支払交付金の経理に含めて活用が可能としている。特に③を適用する場合は、対象組織が

抱える交付金がいたずらに膨らむことにならないよう、市町が責任を持って、繰越金の使途の見込みを確認すること

とする。 

  Q4. 日当について、活動記録を省略し、交付金を構成員が所有する農地面積に応じて分配する方式

をとることは可能か？ 

  活動の記録を行わず構成員が所有する農地面積の割合に応じて交付金を分配する方式は不可能である。 

Q5. 活動中の物損事故について、交付金の対象となるのか？ 

      可能である。 

ただし、活動実施中に事故が発生することが想定されるので、あらかじめ保険に加入することを推奨する。 
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※ JAイベント共済（環境保全プラン）は、多面的機能支払活動中のケガや賠償事故を1年間通して保障

している。 

① 1年間の活動をまとめて契約 

② 活動計画変更時の手続きが簡単 

③ 共済金の迅速な支払が可能（イベント傷害共済） 

④ 交付金を共済掛金に充当可能                                 
 

Q6. 対象組織は、 総会及び総会による議決を必ず行わなければならないのか？ 

 
公金の交付を受ける団体として意思決定等を適切に行うためには、総会や議決について取り決め、実施することが必

要である。 

 

Q7. 延長の長い水路の補修を行う場合、 区間や工事費等が明確に区分されていれば、同一路線
であっても資源向上支払（共同）と資源向上支払（長寿命化）の両方での取組が可能か。 
 

資源向上支払（共同）と資源向上支払（長寿命化）の両方で取組が可能である。ただし、活動の場所や経費等

を明確に区分することが必要である。（現地へプラスチック杭を埋設し、該当金額の施工箇所を明示する等。） 
 

・・・平成 26年度 山口県農地・水・環境保全向上対策協議会事務局の紹介・・・ 
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